
「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表」における 

移動系通信の契約数等に関する公表方法の見直しについて 

 
 

「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 26年度第

３四半期（12月末））」（以下「本資料」といいます。）では、移動系通信（携帯電話・Ｐ

ＨＳ・ＢＷＡ）の契約数及びシェアについて、次のとおり公表方法の見直しを行ってい

ます。 

 

１ 契約数 

 

現在、国内では複数のＭＮＯが移動系通信のサービスを提供しています。移動系通信

のサービスでは、資本関係等から構成される３つのグループが市場で大きなウェイトを

占めており、複数のＭＮＯが同一グループ内に含まれている状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

この同じグループ内に存在する複数のＭＮＯ間では、あるＭＮＯ（以下「ＭＮＯ・Ａ

社」といいます。）が、同じグループに属する他のＭＮＯ（以下「ＭＮＯ・Ｂ社」といい

ます。）からＭＶＮＯの立場で提供を受けた携帯電話やＢＷＡのサービスを、１つの携帯

電話端末等で自社のサービスと併せて提供すること※が行われています。 

 

※ グループ内取引が行われているもの（例） 

 ・ＬＴＥ＋ＢＷＡ（ＫＤＤＩとＵＱコミュニケーションズ） 

 ・３Ｇ＋ＬＴＥ（ワイモバイルとソフトバンクモバイル） 

 

（例） 
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Planning 

別添 

Ａ社の LTE サービス 

B 社の BWA サービス 

Ａ社に提供 

利用者に提供 

Ｂ社のＭＶＮＯとしての 

ＢＷＡサービス 

A 社のＬＴＥ＋BWA サービス 
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これまで、このようなグループ内での取引を含んだ形態のサービスについては、移動

系通信の契約数の算出に当たり、 

① ＭＮＯ・Ａ社と利用者との間の契約、 

② ＭＮＯ・Ｂ社とＭＮＯ・Ａ社との間におけるＭＶＮＯに係る契約 

（ＭＮＯ・Ａ社がＭＶＮＯとして、ＭＮＯ・Ｂ社からサービスの提供を受けること

に係る契約） 

のそれぞれを１契約としてこれを合算し、２契約としてカウントしてきました。 

一方、ＢＷＡ用周波数に対応した携帯電話端末の普及により、上記の形態のものが急

速に増加しており、契約数を従来の上記の方法（本資料において「単純合算」としてい

ます。）を用いて算出した場合は、契約数にグループ内で取引された分（上記②に係る契

約数）が含まれるため、利用者の立場で１つの契約として認識されるものが、算出上で

は２つの契約数としてカウントされることから、利用者視点からの実態と乖離したもの

となってしまうおそれがあります。 
 
（単純合算によるカウント方法） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

このため、上記の形態のようなグループ内取引が行われているものについては、当該

グループ内取引に係るＭＶＮＯ契約を含む２契約としてではなく、これを１契約として

カウントする算出方法（本資料において「グループ内取引調整後」としています。）によ

る契約数を単純合算の契約数と併せて公表するとともに、概要等の説明に当たっては、

グループ内取引調整後の契約数を中心に使用することとしました。 
 
（グループ内取引調整後のカウント方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ社の LTE サービス 

B 社の BWA サービス 

Ａ社に提供 

Ｂ社のＭＶＮＯとしての 

ＢＷＡサービス 

１契約 

B 社の BWA サービス 
A 社が LTE＋BWA のサービスとしてまとめて 

提供しているサービスに含まれるものとして扱う。 

１契約 

２契約 

Ａ社の LTE サービス 

Ａ社に提供 

A 社のＬＴＥ＋BWA サービス 

Ｂ社のＭＶＮＯとしての 

ＢＷＡサービス 

１契約 

A 社のＬＴＥ＋BWA サービス 
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２ シェア 

 

事業者別シェアについては、平成 26年度第１四半期分から、グループ内取引調整後の

契約数を基に算出したグループ別シェアを「グループ内重複排除」として公表していた

ところです。 

当該シェアの算出に当たっては、グループ内取引に係るＭＶＮＯ契約数に関し、これ

までＭＮＯからＭＮＯであるＭＶＮＯへの提供回線数を除くことにより算出していまし

たが、より実態に即したものとするため、今回公表分から、ＭＮＯであるＭＶＮＯと利

用者との間における契約に係る契約数を除くことにより算出することとしました。 

また、表記についても、「グループ内取引調整後」と改めています。 

なお、今回公表分では過去のデータも遡って同様の算出方法により修正を行ったため、

過去公表分の数値から変更が生じています。 
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